
議案第４０号  

 

   秦野市市営住宅条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市市営住宅条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  平成３０年６月７日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

地域の権限を拡大するための改革一括法による「公営住宅法」の一部改正に

より、公営住宅入居者の収入申告義務が緩和されたことに伴い、認知症等によ

り申告が困難な者について、法令の規定に基づき本市が収入を把握することと

するため、改正するものであります。 



秦野市条例第  号  

 

   秦野市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市市営住宅条例（平成９年秦野市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２８条第１項本文中「次条第２項」の次に「又は第３項」を加え、「同条

第３項」を「同条第４項」に改め、同項ただし書中「申告がない場合」の次に

「（次条第３項の規定により収入の額を認定した場合を除く。）」を加える。 

 第２９条第３項前段中「前項の」を「前２項の規定による」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第

１９号）第８条各号のいずれかに該当する入居者であって、収入を申告する

ことが困難な事情にあると市長が認めるものについては、同令第９条に規定

する方法により把握した収入に基づき、家賃の算定の基礎となる収入の額を

認定し、その額を通知するものとする。 

 第４５条第１項及び第２項中「第２９条第２項」の次に「又は第３項」を加

える。 

 第４７条第２項中「政令第８条第２項」の次に「（第２９条第３項の規定に

より収入の額を認定した場合にあっては、政令第８条第３項において準用する

同条第２項）」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



- 1 - 

議案第４０号 秦野市市営住宅条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （家賃の決定）  （家賃の決定） 

第２８条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第２項又は第

３項の規定により認定した収入（同条第４項の規定により更正

した場合においては、その更正後の収入。第４５条において同

じ。）に基づき、近傍同種の住宅の家賃（政令第３条に規定す

る方法により算出した金額をいう。以下同じ。）以下で政令第

２条に規定する方法により算出して定める。ただし、入居者か

らの収入の申告がない場合（次条第３項の規定により収入の額

を認定した場合を除く。）において、第５２条第１項の規定に

よる請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請

求に応じないときは、その市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅

の家賃とする。 

第２８条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第２項の規定

により認定した収入（同条第３項の規定により更正した場合に

おいては、その更正後の収入。第４５条において同じ。）に基

づき、近傍同種の住宅の家賃（政令第３条に規定する方法によ

り算出した金額をいう。以下同じ。）以下で政令第２条に規定

する方法により算出して定める。ただし、入居者からの収入の

申告がない場合において、第５２条第１項の規定による請求を

行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じな

いときは、その市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とす

る。 

２ （略） ２ （略） 

 （収入の申告等）  （収入の申告等） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、公営住宅法施行規則（昭和２６

年建設省令第１９号）第８条各号のいずれかに該当する入居者

であって、収入を申告することが困難な事情にあると市長が認
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めるものについては、同令第９条に規定する方法により把握し

た収入に基づき、家賃の算定の基礎となる収入の額を認定し、

その額を通知するものとする。 

４ 入居者は、前２項の規定による認定に対し、規則で定めると

ころにより意見を述べることができる。この場合において、市

長は、意見の内容を審査し、その意見に理由があると認めると

きは、その認定を更正するものとする。 

３ 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意

見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の

内容を審査し、その意見に理由があると認めるときは、その認

定を更正するものとする。 

 （収入超過者等に関する認定）  （収入超過者等に関する認定） 

第４５条 市長は、毎年度、第２９条第２項又は第３項の規定に

より認定した収入の額が第２２条第１項第２号に定める場合に

応じてその金額を超え、かつ、その入居者が市営住宅に引き続

き３年以上入居しているときは、その入居者を収入超過者とし

て認定し、その旨を通知する。 

第４５条 市長は、毎年度、第２９条第２項の規定により認定し

た収入の額が第２２条第１項第２号に定める場合に応じてその

金額を超え、かつ、その入居者が市営住宅に引き続き３年以上

入居しているときは、その入居者を収入超過者として認定し、

その旨を通知する。 

２ 市長は、第２９条第２項又は第３項の規定により認定した収

入の額が最近２年間引き続き政令第９条に規定する金額を超

え、かつ、その入居者が市営住宅に引き続き５年以上入居して

いるときは、その入居者を高額所得者として認定し、その旨を

通知する。 

２ 市長は、第２９条第２項の規定により認定した収入の額が最

近２年間引き続き政令第９条に規定する金額を超え、かつ、そ

の入居者が市営住宅に引き続き５年以上入居しているときは、

その入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。 

３ （略） ３ （略） 

 （収入超過者に対する家賃）  （収入超過者に対する家賃） 

第４７条 (略) 第４７条 (略) 



- 3 - 

２ 市長は、前項に定める家賃について、収入超過者の収入を考

慮し、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第８条第２項（第２９

条第３項の規定により収入の額を認定した場合にあっては、政

令第８条第３項において準用する同条第２項）に規定する方法

により算出するものとする。 

２ 市長は、前項に定める家賃について、収入超過者の収入を考

慮し、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第８条第２項に規定す

る方法により算出するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第４０号資料  

 

秦野市市営住宅条例の一部を改正することについて 

 

１ 条例改正の概要 

  公営住宅の家賃は、入居者に義務付けられている収入申告に基づき決定す

ることが原則であり、申告がない場合は、近傍同種の住宅の家賃を勘案して

決定することとされていました。 

昨年、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」（第７次地方分権一括法）による公営住宅法

の一部改正により、入居者の負担の軽減を図ることを目的に、認知症者、知

的障害者、精神障害者等の収入申告について、申告することが困難な事情に

あると認める場合は、収入申告によらず、法令の規定に基づき収入を把握し、

家賃を決定することができることとされました。 

これに合わせ、本市においても同様の取扱いとするため、秦野市市営住宅

条例の一部を改正するものです。 

 

２ 法令改正の経過 

平成２９年４月２６日 第７次地方分権一括法による公営住宅法の改正の

公布 

同年７月２１日 公営住宅法施行令の改正の公布 

同年７月２６日 公営住宅法施行規則の改正の公布 

同日 法、施行令及び施行規則の施行 

    

３ 条例の施行時期 

収入申告は、毎年７月中に行っており、本年の収入申告から適用するため、

公布の日から施行することとします。 

 

４ 本市の収入申告の状況 

平成２９年度までに、本市において未申告の例はありません。 
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参考（関係法令の抜粋） 

    

【【【【公営住宅法公営住宅法公営住宅法公営住宅法】】】】    第第第第１６１６１６１６条第条第条第条第４４４４項項項項（（（（新設新設新設新設））））    

 （家賃の決定） 

第１６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 事業主体は、公営住宅の入居者（介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第５条の２第１項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当

する者に限る。第２８条第４項において同じ。）が第１項に規定する収入の

申告をすること及び第３４条の規定による報告の請求に応じることが困難な

事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住

宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条の規定による

書類の閲覧の請求その他の国土交通省令で定める方法により把握した当該入

居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その

他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。 

５・６ （略） 

 

【【【【公営住宅法施行規則公営住宅法施行規則公営住宅法施行規則公営住宅法施行規則】】】】    第第第第８８８８条及条及条及条及びびびび第第第第９９９９条条条条（（（（新設新設新設新設））））    

（法第１６条第４項の国土交通省令で定める者） 

第８条 法第１６条第４項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとす

る。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５条の２第１項に規定する認

知症である者 

(2) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第５条に規定する精神障害者（前号に掲げる者を除く。） 

(4) 前３号に掲げる者に準ずる者 

（法第１６条第４項の国土交通省令で定める方法） 

第９条 法第１６条第４項の国土交通省令で定める方法は、入居者の雇主、取

引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、

若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。 


